
・原子力損害賠償に関する相談（３回まで無料）
・東京電力に対する仮払請求の代理
・東京電力に対する損害賠償請求の代理
・紛争解決センターへの和解仲介の申立の代理

①当センターにお電話をいただきます。
②当センターから、担当弁護士をご紹介いたします。

※出張相談は行っておりません。

弁護士との相談までの流れ

　受付窓口（平日１０時～１５時）

０２４－５３３－７７７０
つながりにくいこともございますが、ご了承下さい。

③お客様から担当弁護士にご連絡していただき、ご予約の
上、担当弁護士の事務所にて相談となります。
※電話での相談を希望される場合は、裏面記載の電話相談をご利用ください。

※法テラスの法律扶助とは？
　法テラスが利用者の弁護士費用を立替払いし、利用者は当該立替金を法テラ
スに分割で支払う制度。

　福島県弁護士会　原子力発電所事故

　被害者救済支援センター

当センターは原発事故の被害者救済を支援するため、
以下の業務を行う弁護士を紹介いたします。

代理業務は有料となりますが、個人の方は、原則として法テラ
スの法律扶助（※）をご利用いただけます。資力等によりご利
用できない場合もございますので、詳しくは紹介された弁護
士にご相談ください。



福島 福島法律相談センター 会津若松 会津若松法律相談センター

二本松 福島県男女共生センター第４研修室 猪苗代 猪苗代町体験交流館

郡山 郡山法律相談センター いわき 福島地裁いわき支部４階弁護士控室

白河 白河法律相談センター 相馬 相馬法律相談センター

　被災された方に役立つ情報をご紹介しておりますので、ご利用下さい。

　ＨＰアドレス　http://business3.plala.or.jp/fba/

　携帯ＨＰアドレス　http://business3.plala.or.jp/fba/k/

福島県弁護士会は、被災された方に対する法的支援のため、被災者を対
象とする無料電話法律相談を実施しています。

県内８カ所で相談実施（相談場所へのアクセス、相談曜日、時間など
は受付フリーダイヤルへお問い合わせ下さい。）

０１２０－７００－７９１

福島県弁護士会
震災・原発相談窓口（予約制・面談相談）

─ 相談時間３０分・相談料なし ─
受付フリーダイヤル(平日10時～16時)

東北地方太平洋沖地震無料電話法律相談

手軽に電話で相談されたい方

には・・・

お近くの公共施設などで相談

されたい方には・・・

ネットでも・・・


